
  
 

 

  

あいぎ特許事務所 
〒450-0002 名古屋市中村区名駅 3-13-24 

第一はせ川ビル 6 階 

TEL(052)588-5225 FAX(052)588-5226 

REPORT 
作成：平成 30 年 10 月 19 日 

作成者： 弁理士 松田 洋 

弁理士 近藤 由美 
【事件名】   染毛剤、その使用方法及び染毛剤用品事件 

【事件種別】  審決取消訴訟 

【事件番号】  平成２９年（行ケ）第１０２１６号 

【裁判所部名】 知財高裁第２部（森義之裁判長） 

【判決日】   平成３０年８月２２日判決 

【関連条文】  特許法第１７条の２第３項 

【キーワード】 補正における新規事項の追加 
 
【判決の要旨】 

・ソルダーレジスト事件判決に基づいて、「攪拌羽根」の寸法（当初明細書等に記載なし）を特定する補正事項

（特定事項ａ）が、新規事項の追加にあたるか否かの判断を行った。 

・出願人が提出する証拠から、「撹拌羽根」が、長年にわたって販売され、形状、寸法が変更されたことは一度

もないと認められるため、当初明細書に記載の攪拌羽根は、特定の製品を指していることを理解できると認定し、

補正に係る撹拌羽の寸法の記載は、明細書または図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項と

の関係で新たな技術的事項を導入するものとはいえない（新規事項の追加ではない）との判断を示した。 

 
【事案の概要】 

・争点となった特定事項ａは、主に記載不備（明確性、サポート要件、実施可能要件）を解消するために行った

ものである。 

・３回目の拒絶理由通知の段階で、審査官が交代し、２回目には指摘されなかった記載不備違反が通知された。

特定事項ａは、この拒絶理由を解消するために追加された。 

・なお、１回目の拒絶理由通知に対して行った補正においては「日光ケミカルズ（株）製の市販乳化試験器 ET3A

型の回転軸に取付けた撹拌羽」（当初明細書の段落００１２に記載）等の記載を追加した。 

 
（１）本願の補正後の請求項１に係る発明（以下、「本願発明」という） 

【請求項１】（出願時） 

 アルカリ剤を含有する第１剤と酸化剤を含有する第２剤を含んで構成され、第１剤と第２剤の混合液をノンエ

アゾールフォーマー容器から泡状に吐出して用いる染毛剤であって、前記フォーマー容器から吐出した泡をその

まま特定の撹拌条件下で撹拌したとき、撹拌直後の泡（ａ）の体積に対する撹拌後４０分経過時の泡（ｂ）の体

積の比率ｂ／ａが０．７～１の範囲内であることを特徴とする染毛剤。 

 
【請求項１】（１回目拒絶対応時） 

アルカリ剤を含有する第１剤と酸化剤を含有する第２剤を含んで構成されると共に、 

（Ａ）カチオン性界面活性剤０．０５～１０質量％(0052)及び／又は（Ｂ）アニオン性界面活性剤０．０５～１

０質量％(0055)を含有し、 

常温で液状である油性成分０．０１～１質量％(0038)及び揮発性溶剤０．１～２０質量％(0065)を含有し、 

その各剤の混合液をノンエアゾールフォーマー容器から泡状に吐出して用いる染毛剤であって、前記ノンエアゾ

ールフォーマー容器から吐出した泡をそのまま下記の特定の撹拌条件下で撹拌したとき、撹拌直後の泡（ａ）の

体積に対する撹拌後４０分経過時の泡（ｂ）の体積の比率ｂ／ａが０．７～１の範囲内であることを特徴とする

染毛剤。 

撹拌条件：前記吐出直後の泡１５０ｍｌを、２００ｍｌ容で内径がほぼ６ｃｍの円筒形容器（例えばビーカー）

に収容する。次いで、日光ケミカルズ（株）製の市販乳化試験器 ET-3A 型の回転軸に取付けた撹拌羽を、その回

転中心が円筒形容器の中心線と一致するように、かつその下端部が円筒形容器の底部との間に僅かなクリアラン

スを残すように、円筒形容器内部に位置決めする。撹拌羽は、回転中心となる支軸の下端から漢字の「山」の字

を構成する形態で対の羽部を延設したものである。撹拌羽の回転半径は円筒形容器の半径より僅かに（数ｍｍ程

度）小さく、対の羽部の上下方向の幅は円筒形容器に収容した泡の液面に達するサイズである。このように撹拌
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羽を位置決めしたもとで、２５℃の雰囲気中、撹拌羽を１５０ｒｐｍの回転速度で３分間回転させ、泡を撹拌す

る。 

 
【請求項１】（３回目拒絶対応時、査定不服審判請求時） 

アルカリ剤を含有する第１剤と酸化剤を含有する第２剤を含んで構成されると共に， 

前記第１剤と前記第２剤の混合液中に， 

（Ａ）カチオン性界面活性剤０．０５～１０質量％， 

（Ｂ）アニオン性界面活性剤０．１～１０質量％， 

高級アルコール及びシリコーン類を含む，常温（２５℃）で液状である油性成分０．０１～１質量％，並びに， 

エタノール，イソプロパノール，プロパノール，ブチルアルコール，ベンジルアルコールから選択される溶剤０．

１～２０質量％を含有し，その各剤の混合液をノンエアゾールフォーマー容器から泡状に吐出して用いる染毛剤

であって，前記ノンエアゾールフォーマー容器から吐出した泡をそのまま下記の特定の撹拌条件下で撹拌したと

き，撹拌直後の泡（ａ）の体積に対する撹拌後４０分経過時の泡（ｂ）の体積の比率ｂ／ａが０．７～１の範囲

内であることを特徴とする染毛剤。 

 撹拌条件：前記吐出直後の泡１５０ｍｌを，２００ｍｌ容で内径がほぼ６ｃｍの円筒形容器（例えばビーカー）

に収容する。次いで，日光ケミカルズ（株）製の市販乳化試験器ＥＴ-３Ａ型の回転軸に取付けた撹拌羽を，その

回転中心が円筒形容器の中心線と一致するように，かつその下端部が円筒形容器の底部との間に僅かなクリアラ

ンスを残すように，円筒形容器内部に位置決めする。撹拌羽は，回転中心となる支軸の下端から漢字の「山」の

字を構成する形態で対の羽部を延設したものである（撹拌羽の左右方向の幅は，全幅５８ｍｍ，支軸直径６ｍｍ，

支軸と羽との間隔（隙間）１６ｍｍ，羽の幅１０ｍｍである。）。撹拌羽の回転半径は円筒形容器の半径より僅か

に（数ｍｍ程度）小さく，対の羽部の上下方向の幅は円筒形容器に収容した泡の液面に達するサイズである。こ

のように撹拌羽を位置決めしたもとで，２５℃の雰囲気中，撹拌羽を１５０ｒｐｍの回転速度で３分間回転させ，

泡を撹拌する。 
 
【審決の理由の概要】 

・特定事項ａを追加する補正は、新規事項の追加に当たり、却下すべきものである。 

・「攪拌羽根」の形状が特定されていないため、明確性、実施可能要件を満たしていない。 

 
【判決文の概要】 

＊以下は、本件判決文を抜粋して整理したものである（下線は筆者が付した）。 

【主文】特許庁が不服２０１６－７８４９号事件について平成２９年１０月１１日にした審決を取り消す。 

 
【事案の概要】 

（１）特許庁における手続の経緯等 

 名称を「染毛剤，その使用方法及び染毛剤用品」とする発明につき，平成２３年２月２８日に特許出願した（特

願２０１１－４２７３７号。以下「本願」という。）。原告は，平成２４年２月１３日，平成２６年１１月２５日

及び平成２７年４月１７日に特許請求の範囲等を補正し，さらに，平成２８年２月２日に，特許請求の範囲及び

発明の詳細な説明について，「常温」を「常温（２５℃）」とし，「撹拌羽」の寸法を追加することなどを含む，

後記（２）と同内容の補正をしたが，審査官は，同補正のうち，「常温」を「常温（２５℃）」とすることが新規

事項の追加に当たるとして，同月１６日付けで同補正を却下し，同日付けで拒絶査定をした。 

 原告は，同年５月３０日，拒絶査定不服審判請求をする（不服２０１６－７８４９号）とともに，特許請求の

範囲及び発明の詳細な説明について上記でした補正と同内容の補正をし（以下「本件補正」という。後記（２）

のとおり。），その後，「常温」を「常温（２５℃）」とすることが新規事項の追加に当たり，本件補正を却下すべ

きとする同年６月１６日付けの前置報告書が出されたことから，平成２９年５月１２日付け上申書で「常温」を

「常温（２５℃）」とする補正を撤回することを含む新たな補正案を示した。 

 特許庁は，同年１０月１１日，「撹拌羽」の寸法を追加することが新規事項の追加に当たるとして本件補正を

却下した上，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，同審決謄本は，同月２４日原告に送達され，

原告はこれに対して本件訴訟を提起した。  

（２）本件補正後の特許請求の範囲の記載 

【請求項１】（下線部分が本件補正による補正部分） 
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 「アルカリ剤を含有する第１剤と酸化剤を含有する第２剤を含んで構成されると共に， 

 前記第１剤と前記第２剤の混合液中に， 

 （Ａ）カチオン性界面活性剤０．０５～１０質量％， 

 （Ｂ）アニオン性界面活性剤０．１～１０質量％， 

 高級アルコール及びシリコーン類を含む，常温（２５℃）で液状である油性成分０．０１～１質量％，並びに， 

 エタノール，イソプロパノール，プロパノール，ブチルアルコール，ベンジルア ルコールから選択される溶

剤０．１～２０質量％を含有し， 

 その各剤の混合液をノンエアゾールフォーマー容器から泡状に吐出して用いる染毛剤であって，前記ノンエア

ゾールフォーマー容器から吐出した泡をそのまま下記の特定の撹拌条件下で撹拌したとき，撹拌直後の泡（ａ）

の体積に対する撹拌後４０分経過時の泡（ｂ）の体積の比率ｂ／ａが０．７～１の範囲内であることを特徴とす

る染毛剤。 

 撹拌条件：前記吐出直後の泡１５０ｍｌを，２００ｍｌ容で内径がほぼ６ｃｍの円筒形容器（例えばビーカー）

に収容する。次いで，日光ケミカルズ（株）製の市販乳化試験器ＥＴ-３Ａ型の回転軸に取付けた撹拌羽を，その

回転中心が円筒形容器の中心線と一致するように，かつその下端部が円筒形容器の底部との間に僅かなクリアラ

ンスを残すように，円筒形容器内部に位置決めする。撹拌羽は，回転中心となる支軸の下端から漢字の「山」の

字を構成する形態で対の羽部を延設したものである（撹拌羽の左右方向の幅は，全幅５８ｍｍ，支軸直径６ｍｍ，

支軸と羽との間隔（隙間）１６ｍｍ，羽の幅１０ｍｍである。）。撹拌羽の回転半径は円筒形容器の半径より僅か

に（数ｍｍ程度）小さく，対の羽部の上下方向の幅は円筒形容器に収容した泡の液面に達するサイズである。こ

のように撹拌羽を位置決めしたもとで，２５℃の雰囲気中，撹拌羽を１５０ｒｐｍの回転速度で３分間回転させ，

泡を撹拌する。 

 
＊以下では、新規事項の追加に関する部分のみを取り上げる。 

（３）審決の理由の要点 

 本件補正は，請求項１に記載される「撹拌羽」について，「（撹拌羽の左右方向の幅は，全幅５８ｍｍ，支軸直

径６ｍｍ，支軸と羽との間隔（隙間）１６ｍｍ，羽の幅１０ｍｍである。）」と特定すること（以下「特定事項ａ」

という。）を含むものである。 

 出願当初の特許請求の範囲又は明細書（以下，出願当初の特許請求の範囲，明細書及び図面を併せて「当初明

細書等」といい，出願当初の明細書及び図面を併せて「当初明細書」という。）に，「撹拌羽」について記載があ

るのは，【００１２】【００１３】のみであるところ，そこには，「撹拌羽」の形状，寸法について，「その回転中

心が円筒形容器の中心線と一致するように，かつその下端部が円筒形容器の底部との間に僅かなクリアランスを

残すように，円筒形容器内部に位置決め」されている，「回転中心となる支軸の下端から漢字の「山」の字を構

成する形態で対の羽部を延設したものである」，「撹拌羽の回転半径は円筒形容器の半径より僅かに（数ｍｍ程度）

小さく，対の羽部の上下方向の幅は円筒形容器に収容した泡の液面に達するサイズである」と記載され，円筒形

容器の「内径がほぼ６ｃｍ」との記載があることから，「撹拌羽」の回転半径は，円筒形容器の半径ほぼ３ｃｍ

より数ｍｍ程度小さいものであって，「撹拌羽」の左右方向の全幅については，円筒形容器の内径（ほぼ６ｃｍ）

より少し（数ｍｍ程度の２倍）小さいものであることは記載されていたといえるものの，「支軸直径６ｍｍ，支

軸と羽との間隔（隙間）１６ｍｍ，羽の幅１０ｍｍである」ことは，当初明細書等には記載されておらず，当初

明細書等の記載から自明な事項ともいえない。  

【当事者の主張】 

（Ａ）原告の主張 

 （１）当初明細書等には，撹拌条件を決定する「撹拌羽」について，「日光ケミカルズ株式会社（以下「日光

ケミカルズ」という。）製の市販乳化試験器ＥＴ－３Ａ型（以下「ＥＴ－３Ａ」という。）の回転軸に取付けた撹

拌羽」を用いること，「撹拌羽は，回転中心となる支軸の下端から漢字の「山」の字を構成する形態で対の羽部

を延設したものである」こと，「撹拌羽の回転半径は，２００ｍｌ容で内径がほぼ６ｃｍの円筒形容器の半径よ

り僅かに（数ｍｍ程度）」小さいものであることが記載されている（【００１２】）。 

 ＥＴ－３Ａは，日光ケミカルズにより，本願の出願の日である平成２３年２月２８日以前から販売されており

（商品名「ＮＩＫＫＯＬ ＥＴ－３Ａ ３連式乳化試験機」），販売に当たっては、１００，２００，３００，５０

０ｍｌの各サイズのビーカーに対応した４種類の所定の撹拌羽根（以下「本件撹拌羽根」という。）が付属品と

して添付されている。実際に，原告は，平成５年から平成１５年までにＥＴ－３Ａを６機購入しており，その付

属品として，本件撹拌羽根を入手している。２００ｍｌビーカー用の本件撹拌羽根の寸法を測定した結果，その
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回転半径は，６ｃｍの円筒容器の半径より僅かに（数ｍｍ程度）小さいものであった。そして，本件撹拌羽根の

寸法は，発売以来，一度も変更されていない上，付属品の４種類の本件撹拌羽根の形状は，いずれも回転中心と

なる支軸の下端から漢字の「山」の字を構成する形態で対の羽部を延設したものである。 

 このように，ＥＴ－３Ａが本件撹拌羽根を付属品として販売されているという販売の態様，付属品である本件

撹拌羽根の形状が当初明細書等に記載された「撹拌羽」の形状と同一であることを参酌すると，当初明細書等に

記載された撹拌条件として，ＥＴ－３Ａの付属品である２００ｍｌビーカー用の本件撹拌羽根を用いていること

は明らかである。 

 したがって，当初明細書等に記載された「市販乳化試験器ＥＴ-３Ａ型を使用すること」，「撹拌羽の形状が「山」

の字を構成する形態であること」，「撹拌羽の回転半径が内径６ｃｍの円筒形容器の半径よりやや小さい寸法であ

ること」等の撹拌条件に接した当業者は，本願発明を構成する撹拌条件として，ＥＴ－３Ａの付属品の２００ｍ

ｌビーカー用の本件撹拌羽根を使用するという意味であると理解するといえる。そして，付属品の２００ｍｌビ

ーカー用の本件撹拌羽根の実寸法は,「支軸直径６ｍｍ，支軸と羽との間隔（隙間）１６ｍｍ，羽の幅１０ｍｍ」

であるから，当該寸法は，当初明細書等に記載されていると同然であると理解することができる。したがって，

当該寸法は，「当初明細書等の記載から自明な事項」であるから，これを追加する本件補正は新たな技術的事項

を導入するものではない。 

 本件補正により追加した撹拌羽の寸法は，本願の出願時の２００ｍｌビーカー用の本件撹拌羽根の実寸法を追

加したにすぎないから，出願時に開示された発明の範囲を前提として行動した第三者が不測の不利益を被ること

もなく，新規事項の追加を制限する趣旨にも反しない。  

 （２）被告の主張に対する反論 

 被告が主張するように，支軸直径６ｍｍの撹拌羽根が単体で市販されていることや，ＥＴ－３Ａが付属品以外

の撹拌羽根を用いることができることは，本願発明における撹拌条件として，あえて付属品以外の撹拌羽根を使

用するという根拠になるものではない。 

 また，乙６の１・２に記載された取引形態については，いつ公開されたものであるのか，どのような取引形態

であるのかなどの説明がされておらず，出願時におけるＥＴ－３Ａの取引形態として，撹拌羽根を付属品として

添付しない状態での取引形態が存在していたという事実はない。加えて，正規の販売者である日光ケミカルズは，

本件撹拌羽根を付属品として添付している旨陳述していることからも，被告の主張は根拠を欠く。 

 
（Ｂ）被告の主張 

 本件補正により追加した特定事項ａである「撹拌羽の左右方向の幅は，全幅５８ｍｍ，支軸直径６ｍｍ，支軸

と羽との間隔（隙間）１６ｍｍ，羽の幅１０ｍｍ」は，上記記載においては，何ら明らかにされていないし，そ

の他当初明細書等には，撹拌条件についての記載はない。  原告は，当初明細書の記載から，ＥＴ－３Ａの付

属品の２００ｍｌビーカー用の本件撹拌羽根を使用する意味であることは明らかである旨主張する。 

 しかし，当初明細書等には，「撹拌羽」として，付属品の２００ｍｌビーカー用の本件撹拌羽根を使用するこ

とについては何ら記載されておらず，原告の主張は，当初明細書の記載に基づくものではないから，前提におい

て失当である。 

 また，「撹拌羽の形状が「山」の字を構成する形態であること」，「撹拌羽の回転半径が６ｃｍよりやや小さい

寸法であること」等の撹拌条件についての当初明細書の記載から，「撹拌羽」が何らかの装置の付属品であるこ

とはうかがえず，ましてや，撹拌羽の寸法がＥＴ－３Ａの付属品の２００ｍｌビーカー用の本件撹拌羽根と同じ

「支軸直径６ｍｍ，支軸と羽との間隔（隙間）１６ｍｍ，羽の幅１０ｍｍ」であることが理解できるものではな

い。  「ＰＴＦＥ撹拌棒（セントリフュージ型）」，「ＰＴＦＥ撹拌棒（アンカー型）」，「ＰＴＦＥ撹拌棒（プロ

ペラ型）」などの，ＥＴ－３Ａに取り付けて用いることができる「支軸直径６ｍｍ」の撹拌羽根が単体で市販さ

れていること及びＥＴ－３Ａのような乳化試験機において，このような付属品以外の撹拌羽根を用いることがで

きることは明らかであるから，本件発明の撹拌条件を試行錯誤により定めるに当たっては，付属品以外の単体で

市販されているような撹拌羽根を任意で選択し得るもというべきである。このことは，乙６の１・２の「商品説

明」の頁の「商品について」の欄に記載されているように，ＥＴ－３Ａを付属品なしに販売する事例が見られる

ことからすると，出願時においても，ＥＴ－３Ａを販売するに当たって，本件撹拌羽根を付属品として添付しな

い状態での取引形態も存在していたといえることからも裏付けられる。 

 以上のことからすると，当初明細書等に「ＥＴ－３Ａにより撹拌する」旨の記載があるとしても，このことか

ら，当然に，ＥＴ－３Ａの付属品である２００ｍｌビーカー用の本件撹拌羽根を用いて撹拌を行うものと当業者

が認識し得るものではない。 
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【当裁判所の判断】 

（１）ＥＴ－３Ａ及び本件撹拌羽根に関する事実 

 ＥＴ－３Ａは，乳化試験等に用いる実験用の機械であり，日光ケミカルズは，昭和６０年頃から現在まで継続

してＥＴ－３Ａを販売しており，その累計出荷台数は平成３０年５月１１日現在で３０１台である。 

 日光ケミカルズが販売するＥＴ－３Ａには，１００，２００，３００，５００ｍｌの大きさのビーカーにそれ

ぞれ対応した，４種類の本件撹拌羽根が付属品として必ず添付されており，その形状，寸法は発売開始当初から

現在までの間に変更されていない上，これまでに顧客の要望に応じて撹拌羽根の形状，寸法が変更されたという

こともない。 

 ＥＴ－３Ａにおいては，本件撹拌羽根以外にも支軸直径が６ｍｍである別の撹拌羽根を使用することが可能で

あり，実際にＥＴ－３Ａに取付け可能な撹拌羽根が何種類か市販されている。しかし，市販されているいずれの

撹拌羽根も本件撹拌羽根とはその形状が異なっており，本件撹拌羽根のように支軸の下端から漢字の「山」の字

を構成する形態で対の羽部を延設するような形状のものはなく，したがって，支軸直径を除く寸法も同じではな

い。 
 
（２）判断 

 （ア）本願発明において，撹拌羽根の形状，寸法等の撹拌条件は発明特定事項として重要な要素といえるとこ

ろ，当初明細書等に本件撹拌羽根を用いることは明示されていない。しかし，当初明細書の【００１２】には，

①撹拌にＥＴ－３Ａを用いること，②「撹拌羽」は，回転中心となる支軸の下端から漢字の「山」の字を構成す

る形態で対の羽部を延設した「撹拌羽」であること，③「撹拌羽」の回転半径は，内容量が２００ｍｌで内径約

６ｃｍのビーカー等の円筒形容器の半径（約３ｃｍ）より僅かに小さいことが記載されているところ，前記（１）

の事実によると，当初明細書に記載されている上記「撹拌羽」の形状，寸法は，ＥＴ－３Ａの付属品である２０

０ｍｌビーカー用の本件撹拌羽根のそれと一致するものである。また，前記（１）の事実によると，ＥＴ－３Ａ

は，昭和６０年頃から長年にわたって販売されており，多数の当業者によって使用されてきたと推認される実験

用の機械であるところ，販売開始以来，付属品である本件撹拌羽根の形状，寸法に変更が加えられたことは一度

もなく，しかも，遅くとも平成１７年７月頃には，本件撹拌羽根は，ＥＴ－３Ａとともに日光ケミカルズのカタ

ログに掲載されていた。さらに，当初明細書の記載に適合するような形状，寸法のＥＴ－３Ａ用の撹拌羽根が，

ＥＴ－３Ａ本体とは別に市販されていたことは証拠上認められない。 

 以上の事実を考え併せると，当業者が，当初明細書等に接した場合，そこに記載されている撹拌羽が，ＥＴ－

３Ａに付属品として添付されている２００ｍｌビーカー用の本件撹拌羽根を指していると理解することができる

ものと認められる。そして，特定事項ａは，２００ｍｌビーカー用の本件撹拌羽根の実寸法を追加するものであ

るから，特定事項ａを本願の請求項１に記載することが，明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導

かれる技術的事項との関係で新たな技術的事項を導入するものとはいえず，新規事項追加の判断の誤りをいう原

告の主張は理由がある。  

 （イ）被告は，ＥＴ－３Ａのような乳化試験機において，付属品以外の撹拌羽根を任意に選択して用いること

ができるのは明らかであるところ，ＥＴ－３Ａに取付け可能な撹拌羽根が単体で市販されていたり，ＥＴ－３Ａ

が付属品なしで取引されていたりすることからすると，当業者が，当初明細書等の記載から，そこでいう撹拌羽

根が，２００ｍｌビーカー用の本件撹拌羽根を指していると理解することはないなどと主張する。 

 しかし，前記（１）のとおり，ＥＴ－３Ａに取付け可能な撹拌羽根として市販されていることが証拠上確認で

きるものは，そのいずれもが当初明細書に記載されているような回転中心となる支軸の下端から漢字の「山」の

字を構成する形態で対の羽部を延設したものではないから，それらの撹拌羽根が市販されているという事実をも

って，上記（ア）の認定は左右されない。 

 また，証拠（乙６の１・２）によると，いわゆるインターネットオークションにおいて，本件撹拌羽根が付属

品として添付されていない中古品のＥＴ－３Ａが取引されている事実は認められるものの，このような取引の事

実があったからといって上記（ア）の認定が左右されることはないというべきである。 

 よって，被告の上記主張はいずれも採用できない。 
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【考察】 

・ＥＴ－３Ａは，昭和６０年頃から長年にわたって販売されており，多数の当業者によって使用されてきた，販

売開始以来，付属品である本件撹拌羽根の形状，寸法に変更が加えられたことは一度もなく，当初明細書の記載

に適合するような形状，寸法のＥＴ－３Ａ用の撹拌羽根が，ＥＴ－３Ａ本体とは別に市販されていたことは証拠

上認められない、という状況であった。このような特殊な状況であったため、明細書に明示はなくても、当業者

が，当初明細書等に接した場合，そこに記載されている撹拌羽が，ＥＴ－３Ａに付属品として添付されている２

００ｍｌビーカー用の本件撹拌羽根を指していると理解することができる、と例外的に認められたものと考える。 

・明細書等に明示的に記載のない事項でも、証拠に基づいて認定される技術常識に基づいて、自明な事項である

場合には、新規事項の追加に当たらないと判断され得る。 

・メーカーと品番が記載されているのは「乳化試験器」であり、攪拌羽根自体は、その付属品である。さらに、

補正の根拠となる明細書の段落００１２には」日光ケミカルズ（株）製の市販乳化試験器ＥＴ-３Ａ型の回転軸に

取付けた撹拌羽」と記載されているが、この入荷試験器に「付属する攪拌羽根」とは記載されていない。攪拌羽

根自体が販売されていなければ、品番等により特定することは困難であるが、せめて、付属品である攪拌羽であ

ることが記載されていれば、審査段階での特許庁の判断も違うものとなったと思われる。 

 
【実務上の指針】／【私見】 

・試験装置の構成及び動作状態を含む測定条件と、その測定条件におけるパラメータの測定結果とにより発明の

構成を特定する場合、明確性や実施可能性を満たすためには、それらの測定条件及び測定結果を詳細に記載する

必要がある。しかし、明細書に記載された試験装置（部品）が特定の試験装置であることが明確であれば、試験

装置の実寸法を追加する補正が認められる可能性がある。 

・本願に対する特許庁の判断が厳しい印象だが、染毛剤の評価方法の発明を、染毛剤という物の発明として権利

化を図る出願であることが、その一因だと推察される。本願明細書に記載の発明は、染毛剤の評価方法であると

ころ、請求項１は、染毛剤の評価方法により特定される染毛剤である。本願明細書に記載の発明に対し、請求項

１に係る発明は不当に広い印象を受ける。判決では、新規事項追加の判断の誤りは認められたが、特許査定を受

けられるとは言い難いと思われる。本願の審査がどのように決着するのか、興味深い。 

・評価方法の発明は、侵害立証が困難である等の事情から、出願を控える傾向がある。一方で、製品の検査規格

などに採用された場合には、有用な権利となる可能性がある。 

・本願のように、評価方法がポイントとなる出願においては特に、評価結果を左右する要素は明細書に明記して

おくことが好ましい。 

・本願のように敢えて評価方法で特徴を出そうという出願はさておき、物を特定するための評価方法は、ＪＩＳ

規格等の広く一般に用いられている評価方法を採用することが好ましい。 

 
以上 


